
　
令
和
6
年
１
月
１
日
現
在
、
仙
北
市
に
お

住
ま
い
の
方
は
、
仙
北
市
に
前
年
中（
令
和

5
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
）の
収

入
状
況
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
書
用
紙
は
１
月
下
旬
か
ら
税
務
課
、
各

市
民
セ
ン
タ
ー
・
各
出
張
所
の
窓
口
に
備
え

付
け
ま
す
の
で
、
３
月
15
日
㈮
ま
で
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
２
月
7
日
㈬
か
ら
３
月
15
日
㈮
ま

で
10
・
11
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
日
程
表
の
と
お

り
申
告
相
談
日
を
設
け
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い（
こ
の
期
間
中
は
、
税
務
課
、
各

市
民
セ
ン
タ
ー
・
各
出
張
所
の
窓
口
で
は
受

付
を
行
わ
な
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。

　
給
与
や
年
金
※
の
ほ
か
に
、
農
業
や
事
業

を
営
ん
で
い
る
方
や
、
家
賃
・
地
代
・
小
作

❶ 

税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
方

❷  

１
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
の
方
で
、

そ
の
ほ
か
に
収
入
が
な
く
、
勤
務
先
で
年

末
調
整
を
済
ま
せ
た
方

※ 

た
だ
し
、年
末
調
整（
社
会
保
険
料
等
控
除
、

配
偶
者
・
配
偶
者
特
別
控
除
、
扶
養
控
除
、

生
命
保
険
・
地
震
保
険
料
控
除
、
２
年
目

以
降
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
）で
調

整
手
続
き
が
完
了
し
た
控
除
以
外
の
控
除

ま
た
は
、
控
除
の
修
正
・
追
加
な
ど
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
申
告
し
て
く

だ
さ
い（
e
‐
Ｔ
ａ
ｘ
が
お
す
す
め
で
す
）。

❸  

公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、
令
和
5
年

中
の
収
入
が
１
４
８
万
円
以
下
の
方

❹  

公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、
令
和
5
年

中
の
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
年
金

保
険
者
へ
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
済

み
で
あ
っ
て
、
配
偶
者
控
除
ま
た
は
扶
養

控
除
以
外
の
申
告
す
る
控
除
が
な
い
方
。

※ 

た
だ
し
、
各
種
控
除
の
適
用
な
ど
を
受
け

よ
う
と
す
る
方
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税

市
県
民
税
な
ど
の

な
ど
の
申
告
申
告
はは
３
月
３
月
1515
日
金
日
金
ま
で
で
す

ま
で
で
す

　
申
告
内
容
を
電
子
で
送
信
で
き
る
た

め
、
記
名
押
印
や
添
付
書
類
の
税
務
署

へ
の
提
出
省
略（
提
出
が
必
要
な
場
合

も
あ
り
ま
す
）、
作
業
時
間
短
縮
、
所
得

税
還
付
金
の
早
期
還
付
な
ど
、
一
連
の

手
続
き
を
格
段
に
早
く
終
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

❶  

申
告
す
る
方
全
員
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
わ
か
る
も
の

▼  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
き
住
民
票
の
い
ず
れ
か

❷  

申
告
す
る
方
全
員
の
本
人
確
認
・
身
元
確

認
が
で
き
る
も
の

▼   

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
障
害
者
手
帳
な
ど

❸ 

収
入
額
な
ど
を
証
明
す
る
も
の

▼   

給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者
は
、
源
泉
徴

収
票
な
ど
の
収
入
が
明
ら
か
と
な
る
も
の

▼   

農
業
所
得
を
含
む
事
業
所
得
者
は
、
収
支

計
算
書
お
よ
び
領
収
書
や
帳
簿
類

▼   

そ
の
他
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
収
入
額
を
証

明
す
る
も
の
と
必
要
経
費
が
わ
か
る
も
の

 

❹  

各
種
控
除
の
適
用
を
受
け
る
際
の
証
明
と

な
る
も
の

（
例 

）
▼ 

健
康
保
険
料
、健
康
保
険
税
、国
民
年

金
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
領
収
書
な
ど

▼ 

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
控

除
証
明
書　
▼ 

障
害
者
手
帳
、
学
生
証
な

ど
の
証
明
書　
▼ 

福
祉
事
務
所
で
発
行
す

る
認
定
書
（
寝
た
き
り
な
ど
に
よ
る
介
護

を
要
す
る
方
）　
▼ 

医
師
な
ど
が
発
行
す

る
証
明
書
（
お
む
つ
な
ど
を
使
う
必
要
が

あ
る
方
）　
▼ 

寄
付
金
の
受
領
証
な
ど

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

▼  

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
に
は
、「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
の
提
出
が
必
ず
必
要

と
な
っ
て
い
ま
す
。「
医
療
費
領
収
書
１
枚
」

ご
と
で
は
な
く
、「
医
療
を
受
け
た
方
」、「
病

院
（
薬
局
）」
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
１
年
間
分

ま
と
め
て
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
に
記

入
し
て
会
場
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼  

今
回
の
広
報
に
１
部
折
込
ん
で
あ
り
ま
す

の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
記
入
欄
に
不
足

が
生
じ
る
場
合
は
コ
ピ
ー
し
て
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼  

従
来
の
医
療
費
領
収
書
の
提
示
で
控
除
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼  

加
入
し
て
い
る
保
険
者
か
ら
交
付
と
な
っ

た
医
療
費
通
知
書
を
確
認
し
て
記
載
と

な
っ
て
い
な
い
医
療
費
が
あ
る
場
合
は
、

領
収
書
を
確
認
の
う
え
、
医
療
費
控
除
の

明
細
書
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

❺  

e
‐
Ｔ
ａ
ｘ
「
利
用
者
識
別
番
号
」
が
わ

か
る
も
の
（
取
得
さ
れ
て
い
る
方
の
み
）

❻  

税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
確
定
申
告
書

用
紙
」
ま
た
は
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」

は
が
き

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合

▼  「
源
泉
徴
収
票
」
原
本
の
提
示
に
よ
る
確
認

お
よ
び
「
各
種
領
収
書
な
ど
」
の
添
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

の
場
合
は
添
付
不
要
で
す
が
、
確
認
の
た

め
原
本
の
提
示
は
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）。

な
い
場
合
は
還
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
必
ず
事
業
所
な
ど
か
ら
交
付
を
受
け
て

か
ら
申
告
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼   

所
得
税
の
還
付
金
は
口
座
振
込
に
な
り
ま

す
の
で
、
還
付
先
と
し
て
指
定
す
る
金
融

機
関
の
口
座
が
わ
か
る
も
の
を
用
意
し
て

く
だ
さ
い
。

問 

仙
北
市
税
務
課（
田
沢
湖
庁
舎
） 

☎
43ｰ

１
１
１
７

れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ
う

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
忘
れ
な
く
！

忘
　
申
告
相
談
は
本
人
の
自
己
申
告
を
元
に
申

告
書
の
作
成
、
相
談
に
応
じ
る
も
の
で
す
。

必
要
な
資
料
な
ど
を
お
持
ち
い
た
だ
け
な
い

場
合
に
は
、
申
告
書
を
作
成
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

必
要
な
資
料
を
ご
準
備
く
だ
さ
い

　
農
業
・
営
業
・
不
動
産
収
入
が
あ
る
方
は
、

「
収
支
内
訳
書
」を
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
て
か

ら
、
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
作
成
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
申
告
相
談
を
お
受
け
で
き

ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
方

収
入
が
ま
っ
た
く
な
い
方
も

申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

　
申
告
し
な
い
と
、
公
営
住
宅
入
居
・
児
童

手
当
・
保
育
園
入
園
・
公
的
年
金
・
事
業
資
金

の
融
資
な
ど
の
申
請
に
必
要
な
住
民
税
の
課

税
・
非
課
税
証
明
書
の
交
付
や
、
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
制
度
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
非
課
税
年
金（
障

害
年
金
、
遺
族
年
金
な

ど
）受
給
者
に
つ
い
て

も
申
告
が
必
要
で
す
。

　
各
庁
舎
・
各
出
張
所
の
窓
口
に
1
月
下
旬

か
ら
備
え
付
け
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

市
町
村
民
税
・
県
民
税(
国
民
健
康
保
険
税)

申
告
書
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
に
つ
い
て

は
仙
北
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w

.city.
sem

boku.akita.jp/
citizens/dl_service/
ze

im
u

_m
in

ze
i.

htm
l

）か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

申
告
書
な
ど
の
用
紙
に
つ
い
て

料
・
受
取
保
険
金
・
譲
渡
所
得（
土
地
、
家
屋

を
売
っ
た
）な
ど
の
収
入
が
あ
る
方
は
申
告

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
公
的
年
金
等
に
係
る
確
定
申
告
不
要
制
度

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
公
的
年
金
な
ど

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下

（
0
円
除
く
）で
あ
る
場
合
に
は
、
税
務
署
へ

の
確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は

原
則
市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん

農
業
や
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
へ

　
農
業
や
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
で
青
色
申

告
を
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
申
告
相

談
で
の
申
告
書
の
作
成
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

直
接
税
務
署
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

　
自
宅
で
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
利
用
し
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
、
確

定
申
告
書
や
決
算
書
・
収
支
内
訳
書
を

作
成
で
き
ま
す
。

① 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式･･･
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
ほ
か
に
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ま
た
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
利
用
す
る
方
法

② 

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式･･･

税
務

署
で
発
行
さ
れ
た
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
方
式
の
届
出
完
了
通
知
を
利
用
す

る
方
法 簡

単
に
作
成
！

01ポ

イ ント 　

国
税
庁
と
仙
北
市
で
は
、
申
告
相
談

の
手
続
き
を
効
率
的
に
行
え
る
よ
う

「
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
申
告
）」の
利
用

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
申
告
す
る
方
の
利
便
性
向
上
、
さ
ら

に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予

防
対
策
の
観
点
か
ら
も
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

電
子
で
送
信
！

02ポ

イ ント

申告相談窓口

申
告
相
談
に
持
参
す
る
も
の

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（https://w

w
w

.
e-tax.nta.go.jp/

）を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
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制限人数を超えた場合制限人数を超えた場合
仙北市の公式 LINE【税情報】
でお知らせしますので、登録を
お願いします。
友だち追加は下記の二次元コード
または ID検索「@city.semboku」から

　各会場の初日の午前中は特に混雑しますの
で、待ち時間が長くなることをご了承ください。
また、3月7日以降は大変混み合うことが予想
されますので、早めの相談をお願いします。

お願い

❶  新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの感染
予防対策、および会場内の混雑緩和のため、１日あ
たりの申告相談受付人数に制限を設けます。なお、
制限人数に達した場合は、後日再来場をお願いしま
す。※発熱症状がある方や体調不良の方は入場をお
断りします

❷  混雑の状況によっては受付から相談をお受けできる
まで時間がかかる場合があります。順番が来たとき
には携帯電話にご連絡させていただくため、受付の
際に携帯電話番号をお聞きしますので事前に自身の
携帯電話番号を控えておいていただくようお願いし
ます。

今年も感染症対策（申告相談受付人数の制限）を行います

4

11

5 6 93

10

87

対象地区

受付日時

相談会場

角館町内全域
角館交流センター

角館町内全域
角館交流センター

実施しません

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

日 月 火 水 木 金 土

75 人

65 人

65 人

55 人

95 人

80 人

90 人

75 人

110 人

110 人

午前制限人数
午後制限人数

対象地区

受付日時

相談会場

午前制限人数
午後制限人数

対象地区

受付日時

相談会場

午前制限人数
午後制限人数

2
実施しません

1
  8:45 から

15:30 まで

90 人

65 人

  8:45 から

15:30 まで

125 人

105 人

番号札を配布します番号札を配布します

21

5

12

18

6

13

19

7

14

20

10

17

23

4

11

24

9

16

22

8

15

32
対象地区

受付日時

相談会場

生保内地区全域
田沢湖総合開発センター

実施しません

実施しません 実施しません

実施しません

  9:00 から

14:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

11:45 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

11:45 まで

  9:00 から

14:00 まで

  9:00 から

15:30 まで

神代地区全域
就業改善センター

日 月 火 水 木 金 土

80 人

105 人

80 人

100 人

90 人

85 人

70 人

50 人

－
85 人

80 人

85 人

75 人

神代地区全域
就業改善センター

85 人

70 人

60 人

－
70 人

70 人

午前制限人数
午後制限人数

田沢地区全域
田沢交流センター

70 人

50 人

対象地区

受付日時

相談会場

午前制限人数
午後制限人数

対象地区

受付日時

相談会場

午前制限人数
午後制限人数

対象地区

受付日時

相談会場

午前制限人数
午後制限人数

25 26
桧木内地区全域
桧木内地区公民館

  9:00 から

11:45 まで

60 人

－

対象地区

受付日時

相談会場

午前制限人数
午後制限人数

実施しません

実施しません 実施しません

実施しません

1

12
  8:45 から

15:30 まで

105 人

85 人

角館交流センター

実施しません
雲沢地区全域

2月3月

 令和 6 年市県民税　申告相談  日程表 ▶ 2 月 7 日水～ 3 月 15 日金
  お願い  新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザなどの予防対策として、１日の申告相談受付人数に制限を設け、    対象地区ごとに日数・人数を調整していますので、できるだけお住まいの地区相談会場で申告をお願いします。

13 14 15 16

8 時 15 分から番号札を
配布します。「午前の部」の
番号札がなくなり次第、「午
後の部」の番号札を配布し
ます。
※ 先着順で配布するこ

とをご了承願います。
※  12 時 か ら 13 時 ま

では申告相談を実施
しません。

上桧木内地区全域

紙風船館

60 人

30 人

桧木内地区全域
桧木内地区公民館

27
  8:45 から

15:30 まで

100 人

85 人

  8:45 から

15:30 まで

95 人

75 人

28
西明寺地区全域

西木総合開発センター

  8:45 から

15:30 まで

100 人

75 人

29
  8:45 から

11:45 まで

80 人

－

実施しません 実施しません

85 人

  8:45 から

15:30 まで

  8:45 から

15:30 まで

90 人

75 人

75 人

55 人

  8:45 から

15:30 まで

角館交流センター

100 人

90 人

角館交流センター
西明寺・白岩地区全域

西明寺・中川地区全域

  8:45 から

15:30 まで

生保内地区全域
田沢湖総合開発センター

生保内地区全域
田沢湖総合開発センター
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